
約2週間 かかります。 

事業所 協会けんぽ 日本年金機構 

被保険者資格取得届 
被扶養者(異動)届   等 

データ連携 

保険証 
（本人） 

データ連携後 
協会けんぽから発送 

Q：保険証が手元にない状態で、 
   病院を受診することになったが、 
   どうすればよいか？ 
A： 

 一旦全額を病院窓口でお支払いのうえ、 
保険証が届いた後、協会けんぽへ療養費の申請  をしてください。 
協会けんぽ負担分（保険診療分のうち7～9割）が払い戻されます。 
                                     ※申請の際には保険証の記号・番号の記入が必要です。 
 
【申請に必要なもの】 
・健康保険療養費支給申請書(立替払等) ：協会けんぽのホームページからダウンロード 
・診療報酬明細書(レセプト)          ：病院から受領(傷病名の記載があるもの) 

・領収書(原本)                  ：病院から受領  

〒760-8564 
高松市鍛冶屋町3 香川三友ビル 
☎087-811-0572（業務グループ） 

病院にも 
ご相談ください。 

資格取得届等の提出後、保険証が届くまで 

届出内容の 
審査・確認 

※4月など入社手続きの多い時期は、2週間以上 
  かかる場合もありますので、ご了承ください。 

被扶養者(家族)がいる方は、 
被保険者(本人)分の到着後 
後日、被扶養者(家族)分が届く場合もあります。 
ご了承ください。 

※ 

※ 

保険証 
（家族） 


